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都市計画変更の理由書 

 

都市計画変更の内容 

令和２年度の区域区分の見直しにより新たに市街化区域に編入する区域につい

て、適正な土地利用の維持または誘導を行うため用途地域を指定する。（２地区） 

 

（１） 長瀬地区 （工業地域：約 22.1ha） 

① 当該都市計画の現在の位置付け 

本地区は、多治見市北部の市街化区域に隣接する市街化調整区域に位置し

ており、現在事業中である都市計画道路小名田線に接し、中央自動車道多治

見ＩＣへのアクセスも良好な地区である。 

また、地区の東西は準工業地域に指定され、旭ケ丘テクノパークなどの新

規産業用地や美濃焼卸団地などの地場産業集積地が連坦し、工業系土地利用

を図る上でポテンシャルの高い地区であり、2015 年 12 月には丘陵部地形が

改変された鉱山（粘土採掘等）跡地に地区計画を指定している。その後、企

業と企業立地協定を締結し、大規模な半導体製造装置用セラミックスの工場

が建設された。 

 

② 当該都市計画の上位計画における位置付け 

ア．多治見市第７次総合計画 

にぎわいと活力のあるまちづくりとして、本地区を整備し、企業を誘致す

ることを明記している。 

 

イ．多治見都市計画区域マスタープラン 

市街地に隣接する地域や造成等地形の改変が少ない地域に限定して、計画

的に土地利用を見直し、新規産業企業の立地誘導と支援を促進することとし

ており、本地区はこれに該当する。 

 

ウ．第２次多治見市都市計画マスタープラン（改訂計画） 

地区計画を指定した長瀬テクノパークを整備し、企業誘致を進めるとして

いる。 

 

③ 当該都市計画の妥当性 

ア．基盤施設整備の確実性 

本地区は、2015年 12月に地区計画を指定し、その後、多治見市土地開発

公社により工業系土地利用開発を行い基盤整備が行われた地区である。 

また、既に大規模な半導体製造装置用セラミックスの工場の建設が進めら

れ、2019年 10月に操業を開始している。 
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イ．位置の妥当性 

本地区は、現在事業中である都市計画道路小名田線に接し、中央自動車道

多治見ＩＣへのアクセスが良好な地区であり、自動車交通の利便性を享受で

きる位置である。また、工業系の既存の市街化区域に隣接した、工業系土地

利用に適した地区であり、位置は妥当である。 

 

ウ．規模の妥当性 

新工場は、半導体製造装置用セラミックスの生産規模として約 3.6haの延

床面積を有し、約 20haの工場敷地内には駐車場、調整池、道路、緑地を配

置している。本地区の面積は、この工場敷地を主体とした約 22.1haであり、

規模は妥当である。 

 

（２） 高田地区 （工業専用地域：約 26.4ha） 

① 当該都市計画の現在の位置付け 

本地区は、多治見市北東部の市街地外縁に位置し、（仮称）土岐多治見北部

連絡道路が開通することにより東海環状自動車道五斗蒔スマートＩＣ（以下

「スマートＩＣ」とする）へのアクセスが良好になる地区である。また、交通

利便性を活かした新たな工業系の土地需要に対応するため、多治見市土地開公

社がテクノパークの整備を計画している。 

 

② 当該都市計画の上位計画における位置付け 

ア．多治見市第７次総合計画 

にぎわいと活力のあるまちづくりとして、本地区を整備し、企業を誘致す

ることを明記している。 

 

イ．多治見都市計画区域マスタープラン 

市街地に隣接する地域や造成等地形の改変が少ない地域に限定して、計画

的に土地利用を見直し、新規産業企業の立地誘導と支援を促進することとし、

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、本地区を定めている。 

 

ウ．第２次多治見市都市計画マスタープラン（改訂計画） 

企業誘致などの都市にとって必要不可欠な開発については、市街地に近接

する地域やインターチェンジ付近の地域に限定して土地利用を見直すとし

ており、また、必要に応じて事業所用地への土地利用転換を図り、新規産業

振興地を拡大するとしていることから、本地区は、スマートＩＣに近接し、

都市基盤整備が整うことから、本マスタープランの方針に合致する。 

 

③ 当該都市計画の妥当性 

ア．基盤施設整備の確実性 
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本地区は、スマートＩＣと連絡する、（仮称）土岐多治見北部連絡道路の

計画が進められている地区であり、2020～2021年度に道路工事、2022年度

より供用開始予定である。また、多治見市土地開発公社により用地取得を進

めており、既に地権者より 100％の同意を得ている。以上より、工業系開発

として計画的な土地利用が確実に行われる地区である。 

 

イ．位置の妥当性 

本地区は、（仮称）土岐多治見北部連絡道路の開通により、将来スマート

ＩＣへのアクセスが良好になることから、自動車交通の利便性を享受できる

位置である。また、効率的な工業生産や環境保全を図ることが可能な、市街

地外縁に位置する 20ha以上の規模を有する地区であり、位置は妥当である。 

 

ウ．規模の妥当性 

本地区は、上記イに記載の立地条件から企業ニーズの高い地区である。ま

た、これまで市が実施してきた企業誘致を踏まえた需要の高い 20ha以上の

工業用地の規模であり、継続的な産業振興を進めていく観点から、規模は妥

当である。 

 


